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・すべてのこども・若者が将来にわたって幸せな生活ができる社会を実現

するため、こども基本法がつくられました。  

・こどもに対する取組を良くするためには、こどもとおとなが一緒になっ

て社会をつくること（社会参画）、こども・若者も社会の一員として声

をあげることができ、その声が社会に活かされること（意見反映）がと

ても大切です。  

・これは、小学４年生から６年生の皆さんを無差別に 500人選んで、ふだん

の生活や考えをおたずねするアンケート調査です。  

・ぜひ、みなさんの声を聴かせてください！  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

西脇市小学生アンケート調査  

小学生のみなさまへ  

～アンケート調査のご協力のお願い～  

【記入にあたってのお願い】  

 

１  このアンケートの回答は、あなたが自分で書いてください。  

  また、このアンケートはインターネットでも回答できます。  

右の QR コードを利用してください。  

２  自分の思う答えを書いてください。まちがった答えや、  

正しい答えはありません。  

３  答えたくない質問は、とばして次に進んでください。  

４  答えは、あてはまる番号に○をつけてください。  

５  ○のつけかたは、質問文の終わりに＜○を１つ＞や＜いくつでも○＞な

どと書いてありますので、それにしたがってください。  

６  「その他」を選んだ場合は、（  ）の中に、具体的な内容を書いてく

ださい。  

７  全部書き終わったら、 児童用封筒とある封筒に自分で入れて、テープ

をはがしてとじてください。それをおうちの方にわたしてください。  

８  このアンケートは調査の目的以外には使用しません。  

９  このアンケートは、だれが答えたかわかりません。  

Q R  

コ ー ド  

この調査に関するお問い合わせは、  

西脇市福祉部こども政策課へご連絡ください。  

電話： 0795-22-3111（ 1180）  FAX： 0795-23-5219 

  メール： kodomoseisaku@city.nishiwaki.lg.jp  

 

案  

※実際の小学生アンケートには、漢字にルビを振ります。  
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１．あなたのことについて、おたずねします。 

 

問１ あなたの性別を教えてください。＜〇を１つ＞ 

   ※身 体 的 な 性 別 、 ま た は ご 自 身 が 思 わ れ る 性 別 を 選 択 し て く だ さ い 。  

   １．男性    ２．女性    ３．答えたくない 

 

問２ あなたの学年を教えてください。＜○を１つ＞ 

 

   １．４年生   ２．５年生   ３．６年生 

 

問３ あなたが住んでいる小学校区を教えてください。＜○を１つ＞ 

 

   １．西脇小学校区      ２．日野小学校区     ３．重春小学校区    

４．芳田小学校区         ５．比延小学校区     ６．双葉小学校区          

７．楠丘小学校区      ８. 桜丘小学校区 

    

 

 

２．あなたの居場所について、おたずねします。 

 

問４ あなたには「ここに居たい」と感じる居場所がありますか。＜○を１つ＞ 

 

   １．ある                ２．ない 

 

問５ （問４で「ある」場合） そこは、どのような場所ですか。＜いくつでも○＞ 

 

   １．自分の部屋    ２．自分の家（おじいちゃん・おばあちゃんの家を含む） 

   ３．学校       ４．放課後児童クラブ     ５．友だちの家 

   ６．塾や習いごと   ７．校庭や公園  

   ８．フリースクール（適応指導教室）※  

   ９．「みらいえ」などの施設（こどもプラザ・図書館・ドウジアムなど） 

   10．インターネット空間（SNSやYouTube、オンラインゲームなど） 

   11．その他（                  ） 

 

※フリースクール（適応指導教室）…何らかの理由から学校に行くことができない、行かない、行きたく

ても行けない、という子どもたちが、小学校や中学校の代わりに過ごす場所 

 

問７へ  問５・問６へ  

資料 5-3 ①【小学生アンケート】  
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問６ 問５で答えた「あなたの居場所」は、どのような場所ですか。＜いくつでも○＞ 

 

１． いつでも行きたい時に行ける 

２． 一人で過ごせたり、何もせずのんびりできる 

３． ありのままでいられる、自分を否定されない 

４． 好きなことをして自由に過ごせる 

５． 自分の意見や希望を受け入れてもらえる 

６． 新しいことを学べたり、やりたいことにチャレンジできる 

７． 悩みごとの相談にのってもらったり、一緒に遊んでくれる大人がいる 

８． いろんな人と出会える、友人と一緒に過ごせる 

９． スポーツや外遊びなど体を思い切り動かすことができる 

10． その他（自由に書いてください：                   ） 

 

問７ （問４で「ない」場合）どのような場所であれば行ってみたいと思いますか。＜いくつでも○＞ 

 

１． いつでも行きたい時に行ける 

２． 一人で過ごせたり、何もせずのんびりできる 

３． ありのままでいられる、自分を否定されない 

４． 好きなことをして自由に過ごせる 

５． 自分の意見や希望を受け入れてもらえる 

６． 新しいことを学べたり、やりたいことにチャレンジできる 

７． 悩みごとの相談にのってもらったり、一緒に遊んでくれる大人がいる 

８． いろんな人と出会える、友人と一緒に過ごせる 

９． スポーツや外遊びなど体を思い切り動かすことができる 

10． 特に行ってみたいと思わない 

11． その他（                                                               ） 
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３．あなたの考えについて、おたずねします。 

問８ あなたは、自分のことについてどう思いますか。自分の気持ちに最も近い番号を 

   「４～１」の中から１つずつ選んで ○ をつけてください。 

項  目 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
う 

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば 

そ
う
思
わ
な
い 

そ
う
思
わ
な
い 

１．自分には自分らしさというものがあると思う ４ ３ ２ １ 

２．今の自分が好きだ ４ ３ ２ １ 

３．自分の親（保護者）に愛されていると思う ４ ３ ２ １ 

４．うまくいくかわからないことにも意欲的に取り組む ４ ３ ２ １ 

５．あなたは、今、自分が幸せだと思う ４ ３ ２ １ 

６．自分の将来について明るい希望を持っている ４ ３ ２ １ 

７．自分は役に立たないと強く感じる ４ ３ ２ １ 

 

問９ あなたは、今なやんでいることや心配なこと、こまっていること、だれかに相談したいと 

   思っていることがありますか。＜あてはまるものに○＞ 

   １．学校での生活のこと  ２．友だちのこと    ３．家族のこと 

   ４．勉強のこと      ５．家での生活のこと  ６．塾や習いごとのこと 

   ７．将来の夢や進路のこと ８．体や健康のこと   ９．特にない 

   10．その他（                     ） 

 

問１０ あなたは、なやんだり心配なことがあるときに、誰かに相談しますか。＜○を１つ＞ 

 

１．相談する 

２．相談しない  ３. 相談したいが誰にも相談できない 

 

 

問１１ （問１０で「１」に○をつけた方） 誰に相談しますか。＜いくつでも○＞ 

 

１．家族の大人      ２．親戚の大人      ３．学校の先生 

４．スクールカウンセラー ５. 学校の友だち     ６．学校以外の友だち    

７．きょうだい      ８．家族、親戚、学校以外の大人  

９．電話・SNSやメールでできる相談窓口 

10．その他（                                ） 

問１１へ  

問１２へ   
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問１２ （問１０で「２」「３」に○をつけた方） あなたが相談したいと思ったとき、 

     どのような人や場所なら相談したい・相談できると思いますか。＜いくつでも○＞ 

 

   １．相手が同じ悩みを持っている、持っていたことがある 

   ２．相手が同世代である 

   ３．相手が同じ性別である 

   ４．相手が医師である 

   ５．相手がお医者さんなど心理学のくわしい人である 

   ６．相手先が市役所である 

   ７．相手先が民間の支援団体（NPOなど）である 

   ８．相手が自宅に来てくれる 

   ９．無料で相談できる 

   10．匿名で（自分が誰かを知られずに）相談できる 

   11．曜日・時間帯などを気にせずに相談できる 

   12．SNSやメールなどで相談できる 

   13．電話で相談できる 

   14．相談できる場所が自宅から近い 

   15．その他（                               ） 

 

問１３ 家族の中にあなたがお世話をしている人はいますか。（ここで「お世話」とは、ふつう   

大人が行うような家事や家族のお世話のことを指します。）＜○を１つ＞ 

   １．いる      ２．いない 

 

問１４ （問１３で「1」に〇をつけた方） あなたは誰のお世話をしていますか。 

＜あてはまるものがあればすべてに〇＞  

１．母親   ２．父親  ３．祖母 

４．祖父   ５．きょうだい ６．その他（            ） 

 

問１５ （問１３で「1」に〇をつけた方） お世話をしていることで、次のような経験をした

ことはありますか。＜あてはまるものがあればすべてに〇＞ 

１．学校を休んでしまう   ２．遅刻や早退をしてしまう 

３．宿題など勉強をする時間がない  ４．眠る時間が足りない 

５．友だちと遊ぶことができない  ６．習い事ができない 

７．自分の時間が取れない （やりたいことができない） ８．特にない 

９．その他（                           ） 

※ 上のようなことで、つらい気持ちの場合は、学校の先生やスクールカウンセラー、 

５ページの相談窓口に話してみてください。 

 

問１４・問１５へ  問１６へ  
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【相談窓口一覧】 

 

 

 

 

 

 

 

相談先 内容 問い合わせ先 

西脇市はぴいく 

サポートセンター 

子どもと家庭にかかわる様々な相談を受け、適

切な支援を行います。 

０７９５－２２-３１１１ 

平日 8時 30分～17時 15分 

西脇市青少年センター 

（総合市民センター2階） 

学校のこと、友だちのこと、家族のこと、自分

のこと、勉強のこと、将来のことなどの相談に

応じます。 

に 

 

 

０７９５－２２－８０８０ 

月～金曜日 

９時～17時（祝日は除く） 

加東こども家庭センター 
18 歳未満の児童を対象に、児童福祉司が児童

虐待等の相談に応じます。 

０７９５－２７-８２５０ 

平日 8時 45分～17時 45分 

ひょうごっ子 

〈いじめ・体罰・子ども安

全〉相談 24時間ホットライ

ン 

心配なこと・悩んでいること・学校のことの相

談に応じます。 

 

０１２０-０-７８３１０ 

365日 24時間  

通話料無料 

ひょうごっ子 

ＳＮＳ悩み相談 

（児童生徒のみ） 

身近な人にはなかなか言えないような悩み、あ

なた自身やお友だちの困っていることの相談

に応じます。 
 
 

 

 

 

 

SNS相談：17時～21時 

（相談受付は20時 30分まで） 

「学校への連絡窓口」 

は 24時間受付 

ヤングトーク 

（ 兵 庫 県 警 察 本 部 少 年 相 談 室 ）  
 

おうちで困っていることの相談 

０１２０-７８６-１０９ 

平日９時～17時  

通話料無料 

こどもの人権 110番 

学校でのいじめや体罰、インターネットを通じ

たいじめ情報の削除等、子どもの人権に関する

さまざまな問題についての相談 

０１２０-００７-１１０ 

平日８時 30分～17時 15分 

通話料無料 

ほっとらいん相談 

（兵庫県青少年本部） 

青少年のための総合相談、ひきこもり・学校に

行けなくて悩んでいる・いじめなどの相談 

０７８-９７７-７５５５ 

月・水・土 

10時～12時・13時～16時 

（祝日及び年末年始は除く） 

 

 

青少年センターのメール
につながります 

●スマートフォンを使って 
利用する人へ 

●パソコンで利用する人へ 
https://pref-hyogo.school-sign.jp/ 
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４．意見表明（子どもの権利）について、おたずねします。 

 

問１６ 子どもが意見を表明する権利※について知っていますか。＜○は1つ＞ 

 

１．聞いたことがあり、内容も知っている 

２．聞いたことはあるが、内容は知らない 

３．しらなかった 

 

※ 児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）には、「こどもは、自分に関係のあることについ

て自由に自分の意見を表す権利をもっている」と定められています。その意見は、こどもの発達

に応じて、じゅうぶん考慮されなければならない、とされています。 

 

問１７ 西脇市の制度や施策※について、どのように情報を得ていますか。＜いくつでも○＞ 

 

１．西脇市の広報紙      ２．西脇市のホームページ  

３．SNS（LINE や Facebookなど）  ４．インターネット検索 

５．学校などからのお便り   ６．家族や友人から聞く 

７．先生から聞く             ８．情報は得ていない 

９．その他（         ） 

 

※ 学校、公園、あそび場、居場所、健康、福祉など、市民のみなさんの生活をより良くするために 

西脇市が取り組んでいること 

 

問１８ 西脇市の制度や施策について思ったことや意見を、西脇市に伝えたいと思いますか。 

＜○を1つ＞ 
 

１．そう思う  ２．ややそう思う 

３．あまり思わない ４．そう思わない 

５．その他（分からない、答えたくない など） 

 

問１９-１（問１８で「１」「２」に○をつけた方） 

「そう思う」「ややそう思う」のはどうしてですか。＜いくつでも○＞ 

 

１．伝えなければ相手がわからないと思うから       

２．伝えたい、聞いてほしいことがあるから  

３．こまっている人があるから   

４．重要または貴重な意見だから 

５．意見を伝えれば反映されるから   

６．伝えることでいいことがあるから 

７．意見を伝えることが好きだから 

８．意見を伝えることに慣れている/得意だから 

９．その他（                         ） 

問１９ -２へ  

問１９ -1 へ 
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問１９-２（問１８で「３」「４」に○をつけた方） 

「あまり思わない」「そう思わない」のはどうしてですか。＜いくつでも○＞ 

 

１．意見を伝えても反映されないと思うから 

２．どのように伝えればいいか分からないから 

３．西脇市が何をしているのか分からないから 

４．意見を伝えることのハードルが高い（難しい）から 

５．意見を伝えるのがめんどうだから 

６．自分の意見に自信がないから 

７．言った意見がどう扱われるか分からないから 

８．伝える余裕（時間）がないから 

９．伝えるのがはずかしいから 

10．自分の意見を伝える資格がないと思うから 

11．意見を伝えると、いやな目にあうと思うから 

12．特に意見がないから 

13．その他（                      ）  

 

問２０ 西脇市に対して意見を伝えやすい方法を教えてください。＜いくつでも○＞ 

 

１. 対面（顔を向き合わせて話す） 

２. オンライン 

３．メール 

４. インターネットのフォームなど 

５. LINEなどのチャット 

６. X（旧Twitter）などのSNSを使って伝える 

７. 学校でアンケート（紙）やタブレットに答える 

８．学校以外で答えるインターネットのアンケート（Webアンケート） に答える 

９．その他（                         ） 

10. 伝えたい意見はない 

 

 

問２１ どのような場所であれば、西脇市に対して意見を伝えやすいですか。＜いくつでも○＞ 

 

１．西脇市役所        ２．自分の学校 

３．「みらいえ」などのふだん利用している遊び場や施設 

（こどもプラザ・図書館・ドウジアムなど） 

４．自分の家 

５．どこでも伝えやすい 

６．その他（                                 ） 
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問２２ どのような相手（年代）であれば、西脇市に対して意見を伝えやすいですか。 

＜いくつでも○＞ 

 

 

 

 

 

 

 

問２３  どのような相手（性別）であれば、西脇市に対して意見を伝えやすいですか。 

＜いくつでも○＞ 

 

 

 

 

 

 

 

問２４ どのような相手（関係性）であれば、西脇市に対して意見を伝えやすいですか。 

＜いくつでも○＞ 

 

 

 

 

 

 

  

１．知り合い、知っている人  ２．自分が知らない人、初対面の人 

３．伝える相手がどんな人かにこだわらない 

４．その他（                                ） 

５．伝えたい意見はない 

 

 

１．伝える相手の年齢が自分と同じくらい ２．伝える相手の年齢が自分と離れている  

３．伝える相手の年齢にこだわりはない                        

４．その他（                                 ）  

５．伝えたい意見はない 

１．伝える相手が自分と同じ性別     ２．伝える相手が自分と異なる性別 

３．伝える相手の性別にこだわりはない  

４．その他（                                 ）  

５．伝えたい意見はない 
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問２５ どのような工夫・ルールがあれば、西脇市に対して意見を伝えやすいですか。 

＜いくつでも○＞ 

 

１．意見の伝え方や伝える意見のテーマについて事前に学ぶ機会がある  

２．自分の意見を聴く人がどんな人か事前に分かる  

３．意見を伝える場に友人や知人と一緒に参加することができる  

４．意見を伝えるときに身近な信頼（しんらい）できる人がそばいる 

５．意見を伝えるときに友人や知人、家族などがいない  

６．伝えたい内容を引き出す役割の人がいる  

７．伝える意見のテーマにくわしい人がいる  

８．場を盛り上げる役割の人がいる  

９．自分の意見を身近な他の人が代わって言ってくれる  

10. 伝える意見を他の人と一緒に考えることができる  

11. 他の人の意見も知ることができる  

12. 伝えた意見がどのように扱われるのか分かる  

13. 伝えた意見が制度や施策に反映されるところまで関わることができる  

14. 自分の顔や名前を明かさずに参加できる  

15. 伝えた内容が公開されない 

16. その他（                                ）  

17. 伝えたい意見はない 

 

 

５．自由意見＜任意＞ 

 

問２６ 西脇市をより良いまちにしていくために、小学生の皆さんが考える「アイデア」や 

    「提案」「あなたがやってみたいこと」などがあれば、自由に記述してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
以上でアンケートは終了です。  

アンケートにご協力いただきありがとうございました。  
 

小さい方の封筒（児童用封筒）に入れて、ご家族の方のアンケートと  

一緒に大きい方の封筒に入れて、ご返送ください。  


